
エレクトロニクスソサイエティ旅費申請書（様式1）

申請日：　　　　年　　　　月　　　日
	申請者
	氏名
	

	
	役職
	（ESにおける委員会名と役職をご記入下さい）

	
	所属
	連絡先
	E-mail:
電話：

	
	
	機関名
	

	
	
	住所
	

	対象会議
	名称
	

	
	日程
	　　年　　　月　　　日開催　　　　時　～　　　　時　予定

	
	場所
	

	行程（注１）
	利用交通機関
	　新幹線　・　航空機　・　その他（　　　　　　）
（航空機利用が認められない区間もあります）

	
	乗車（搭乗）区間
	

	旅費(a)
	時間的・経済的に合理的な交通手段による往復料金
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	申請理由
（注２）
	

	宿泊について
	宿泊の有無
	　　宿泊します　　　・　　　宿泊しません
（いずれかを残すか、○で囲んでください）

	
	宿泊する理由
	

	宿泊費(b)
	規程の上限10,000円以内/泊の実費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（注３）

	総経費(a)+(b)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	上記総経費の証票
	領収証を支払い元（申請先）に必ず郵送すること。

	振込先
	銀行名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店

	
	口座
	口座番号　　　　　　　　　　種別　（当座　・　普通）

	
	口座名義
	氏名：
氏名（ふりがな）：

	旅費支給回数
	　当該会議についての今回の旅費申請は今年度　　　　　　　　　　　　回目


本申請書の提出先：事務局(es-office@ieice.org)
提出締切：該当会議開催日の２週間前
提出前に注意事項を確認のうえ、□部をチェックしてください。
□（注）本申請にあたり用務は当該会議出席のみであり、本務休暇中の出張ではありません。
□（注１）次ページの「経路決定・実際の旅行に関する注意事項」読み、理解しました。
□（注２）旅費規程により、基本的に旅費支給が無いことは承知しています。しかし、所属機関からの旅費支給が困難であることの事情を理由として記載のうえ旅費支給を申請致します。また、所属機関への照会について同意致します。
□（注３）宿泊費は予定額を記載します。なお、宿泊費に食費代・通信費などが含まれないことは承知しております。また、食事代・通信費などを含まない証票を用意します。

経路決定・実際の旅行に関する注意事項

経路決定においては、旅費支出規程に基づき下記に留意し申請してください。

· 経路に定期券を有する通勤経路が含まれる場合、その区間に関する金額は支出されません。
· 「合理的な経路」を選ぶようにしてください。機械振興会館が目的地の場合、具体的に合理的な経路例として、下記を推奨いたします。
· 東海道新幹線利用の場合、品川経由浜松町下車（特急券は品川、乗車券は東京都区内）
· 航空路利用の場合、羽田空港よりモノレールにて浜松町下車
· 経路により神谷町その他を最寄り駅としても結構です。

実際の旅行においては、様式３の提出（実際に利用した証票）を念頭に旅行を行ってください。詳細は、様式３を事前に参照しておいてください。

· 航空路の利用においては、搭乗記録が必要なため、搭乗券の半券を必ず保管してください。また、窓口にて、領収書を発行してもらってください。
· 新幹線の利用において、ICカードによる改札利用の場合、必ず「ICご利用票（座席のご案内）」等の書類を保管してください。
· 宿泊費用については、食事費用の申請は認められませんので、必ず宿泊費用が確認できる（食事代の分離ができる詳細が記載された書類添付でも可）領収書等の証票の発行を宿泊先に依頼して下さい。

何か疑義があった場合、事前に事務局に相談するようにしてください。過去に比べ運用の改定があった場合でも個別の申請者に事前に連絡することはありません。



平成21年11月9日制定
平成24年9月12日改正
平成27年9月 9日改正

